
所沢市設計委託最低制限価格取扱要綱 

 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、所沢市が発注する建設工事に係る設計、調査及び測量業務

委託（以下「設計委託」という。）の一般競争入札又は指名競争入札（以下「競

争入札」という。）を執行するに当たり、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）第１６７条の１０第２項（同令第１６７条の１３により準用する場

合を含む。）の規定により設定する最低制限価格の取扱いについて必要な事項

を定めるものとする。 
（対象となる競争入札） 

第２条 最低制限価格を設定する対象となる競争入札は、予定価格が５０万円を

超える設計委託に係る競争入札とする。 
（最低制限価格の設定） 

第３条 最低制限価格は、別表に掲げる業種区分ごとに、予定価格の算出の基礎

となった同表に掲げる①の欄から④の欄までの合計額に、１００分の１１０を

乗じた額とする。 
２ 前項の規定により算出した最低制限価格が、次の各号のいずれかに該当する

場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 

⑴ 測量業務において、予定価格に１０分の８.２を乗じて得た額を超える場合  

予定価格に１０分の８.２を乗じて得た額 

⑵ 測量業務において、予定価格に１０分の６を乗じて得た額に満たない場合 予 

定価格に１０分の６を乗じて得た額 

⑶ 建築関係の建設コンサルタント業務、土木関係の建設コンサルタント業務及

び補償コンサルタント業務において、予定価格に１０分の８を乗じて得た額を

超える場合 予定価格に１０分の８を乗じて得た額 

⑷ 建築関係の建設コンサルタント業務、土木関係の建設コンサルタント業務及

び補償コンサルタント業務において、予定価格に１０分の６を乗じて得た額に

満たない場合 予定価格に１０分の６を乗じて得た額 

⑸ 地質調査業務において、予定価格に１０分の８．５を乗じて得た額を超える場

合 予定価格に１０分の８．５を乗じて得た額 

⑹ 地質調査業務において、予定価格に３分の２を乗じて得た額に満たない場合  

 予定価格に３分の２を乗じた額 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長が特別なものと認める場合は、予定価格に１０

分の６から１０分の８まで（別表の測量業務にあっては１０分の６から１０分の８．

２まで、別表の地質調査業務にあっては３分の２から１０分の８．５まで）の範囲

内で市長が定める値を乗じて得た額を最低制限価格とする。 



４ 最低制限価格の算出方法は、次に定めるとおりとする。 

⑴ 第１項に該当する場合 別表に掲げる①の欄から④の欄までの額を合計し、

１，０００円未満の端数を切り捨て、当該端数処理後の額に１００分の１１０を

乗じるものとする。 

⑵ 第２項又は前項に該当する場合 予定価格は税抜きの額を用いることとし、

当該算出額から１，０００円未満の端数を切り捨て、当該端数処理後の額に

１００分の１１０を乗じるものとする。ただし、第２項（第２号、第４号又

は第６号に限る。）若しくは前項に規定する下限値を用いる場合又は本文に

規定する端数処理後の額が予定価格（税抜きの額とする。）に下限値を乗じ

て得た額を下回る場合は、１，０００円未満の端数を切り上げ、当該端数処

理後の額に１００分の１１０を乗じるものとする。 

（入札参加者への周知） 
第４条 最低制限価格を設定する場合は、一般競争入札の執行にあっては入札公告に、

指名競争入札の執行にあっては指名通知に、最低制限価格を設けた旨を記載する

ものとする。 

（落札者の決定） 
第５条 落札者は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもっ

て入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者とする。 

２ 前項の最低の価格をもって入札をした者が複数ある場合は、くじにより落札者を

決定するものとする。 

（その他） 
第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 
 この要綱は、令和６年５月１日から施行し、同日以後に入札公告又は指名通知

を行う契約について適用する。 

  



別表 

業種区分 ①  ②  ③  ④  

測量業務 
直接測量費の

額 

測量調査費の

額 

諸経費の額に

１０分の４．

８を乗じて得

た額 

― 

建 築 関 係

の 建 設 コ

ン サ ル タ

ント業務 

直接人件費の

額 
特別経費の額 

技術料等経費

の額に１０分

の６を乗じて

得た額 

諸経費の額に

１０分の６を

乗じて得た額 

土 木 関 係

の 建 設 コ

ン サ ル タ

ント業務 

直接人件費の

額 
直接経費の額 

その他原価の

額に１０分の

９を乗じて得

た額 

一般管理費等

の額に１０分

の４．８を乗

じて得た額 

地 質 調 査

業務 

直接調査費の

額 

間接調査費の

額に１０分の

９を乗じて得

た額 

解析等調査業

務費の額に１

０分の８を乗

じて得た額 

諸経費の額に

１０分の４．

８を乗じて得

た額 

補 償 関 係

コ ン サ ル

タ ン ト 業

務 

直接人件費の

額 
直接経費の額 

その他原価の

額に１０分の

９を乗じて得

た額 

一般管理費等

の額に１０分

の４．５を乗

じて得た額 

備考 
１ ①の欄から④の欄までの掲げる額に１円未満の端数がある場合には、こ

れを切り捨てた額とする。 

２ 複数の業種区分に係る業務を一括して発注する場合は、それぞれの業種

区分に係る①の欄から④の欄までの合計額を合算した額とする。 

３ 地質調査業務の解析等調査業務費が建築関係及び土木関係の建設コン

サルタント業務の積算方法による場合であっても、地質調査業務の項の③

の欄によって算出する。 

 


